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大崎市パブリックコメント手続実施要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は，パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めるこ

とにより，市の政策形成過程における透明性と公正性を確保するとともに，

市民等に対する説明責任を果たし，市民の市政への参画を推進することを目

的とする。  

（定義）  

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。  

（１）パブリックコメント手続  本市の計画策定又はこれらを変更する過程

において，策定の趣旨，目的及び内容等の必要な事項を市民等に対して公

表し，市民等からの意見を広く求め，寄せられた意見を考慮して計画等を

定めるとともに，意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。 

（２）市民等  市内に住所を有する者，市内に勤務する者，市内の学校に通

学する者，市内に事業所又は事務所を有するもの，市税の納税義務者及び

パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するものをいう。  

（対象）  

第３条 市長は，次の各号に掲げるものについて，パブリックコメント手続を

実施するものとする。ただし，緊急を要するもの，軽微なもの及び法令等に

より同様の手続が制度化されているものは除く。  

（１）次に掲げる条例の制定又は改廃に係る案の策定  

ア  市の基本的な方針又は制度を定める条例  

イ  市民等に義務を課し，又は権利を制限する条例（金銭徴収に関する条

項を除く。）  

（２） 市政の全体又は各分野において市の基本的な方針を定める計画等の策

定及び改廃  

（３）  市の基本的な方向性を定める憲章，宣言等の制定又は改廃  

（４）  前各号に掲げるもののほか，市長が特に必要と認めるもの  

（計画等の案の公表）  

第４条  市長は，計画等についての意思決定を行う前に相当の期間を設け   
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て，計画等の案を公表するものとする。  

２ 市長は，前項の規定により計画等の案を公表するときは，併せて次の各号

に掲げる資料を公表するものとする。  

（１）  計画等の案を作成した趣旨，目的及び背景  

（２）  計画等の案を作成する際に整理した市長の考え方及び論点  

（３）  市民等が計画等の案を理解するために必要な関連資料  

３ 前２項の規定による公表は，市長が指定する場所での閲覧，配布，市広報

及びホームページでの掲載等により，積極的に周知するものとする。  

４ 市長は，第１項の規定により計画等の案を公表するに当たっては，あらか

じめ，次に掲げる事項を市広報及びホームページに掲載して，当該パブリッ

クコメント手続の実施を予告するものとする。  

（１）計画等の案の名称  

（２）計画等の案に対する意見の提出方法，提出期間  

（３）計画等の案の入手方法  

（意見等の提出 ) 

第５条 市長は，前条の規定による計画等の案の公表に併せ，市民から意見等

を募集するものとする。  

２ 意見等の募集期間は，原則として２０日以上とし，市長が意見等の募集の

際に明示するものとする。  

３ 意見等の提出は，書面によるものとし，その方法については，市長への持

参，郵送，ファクシミリ，電子メール等の方法の中から，市長が意見等の募

集の際に明示するものとする。ただし，これらの方法をもって行うことが困

難であると市長が認めた場合は，口頭の方法により意見を提出することがで

きるものとする。  

４ 意見等の提出に際しては，市民等に対して，住所，氏名又は名称，連絡先

その他必要な事項を明記することを求めるものとする。  

（意見等の配慮）  

第６条 市長は，提出された意見等を考慮して計画等についての意思決定  

を行うものとする。  

２ 市長は，次の各号に掲げる事項を公表するものとする。  

（１）  提出された意見の内容  2 
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（２）  提出された意見に対する市長の考え方  

（３）  計画等の案の修正を行った場合はその内容  

３ 前項の公表の方法は，原則として，第４条第３項に規定する方法による。  

（委任）  

第７条 この要綱に定めるもののほか，パブリックコメント手続の実施につい  

て必要な事項は，所管部長が定める。  

 

附 則  

この要綱は，平成１９年１月４日から施行する。  


